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責
任
保
険
法
人
指
定
に
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

″幼
　
　
「特
定
住
宅
頼
庇
担
保
責
任
の
履
行
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、

新

御
ｒ
ョ
ン
で
は
５
月
か
ら
、

住
宅
暇
庇
担
保
責
任
保
険
法
人
指
定
申
請

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
を
開
始
し
た
。

中
川
尚
代
表
取
締
役
と
口
方
秀

一
取
締
役
に
同
法
の
狙
い
と
保
険

の
市
場
性
に
つ
い
て
聞
い
た
。

住
宅
品
質
確
保
法
が
２
０

０
０
年

４
月

１
日
制
定
さ

れ
、

す
べ
て
の
新
築
住
宅
に

は
１０
年
間
の
瑕
庇
担
保
責
任

が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

２
０
０
５
年
１１
月
、

マ
ン

シ

ョ
ン
の
構
造
計
算
書
偽
装

問
題
が
頭
在
化
。

し
か
し
、

こ
の
偽
造
に
よ
る
暇
症
の
補

修
費
用
を
負
担
す
べ
き
売
主

が
倒
産
し
、

住
宅
品
質
確
保

法
が
実
質
機
能
せ
ず
消
費
者

が
保
護
さ
れ
な
い
事
態
が
発

生
し
た
。

姉
歯
、

木
村
建
設
、

ヒ

ュ

―
ザ
ー
の
事
件
を
契
機
に
消
　

の
は
、

国
土
交
通
省
が
指
定

費
者
救
済
の
視
点
か
ら
０７
年
　

す
る

「責
任
保
険
法
人
」
の

５
月
３。
日
、

新
築
住
宅
に
つ
　

み
で
、

法
人
と
な
る
要
件
は

い
て
は
１０
年
間
、

取
疵
を
無

償
で
補
修
す
る
資
力
を
保
険

ま
た
は
供
託
金
に
よ

っ
て
確

保
す
る
こ
と
を
建
設
業
者
か

宅
建
業
者
に
義
務
付
け

る

「特
定
住
宅
破
庇
担
保
責
任

の
履
行
確
保
等
に
関
す
る
法

律
」
が
公
布
さ
れ
た
。

轟
罐
ン

こ
の
保
険
を
販
売
で
き
る

硼インズビジョン

一
般
社
団
法
人
、　

一
般
財
団

法
人
、

株
式
会
社
な
ど
に
喫

定
。保

険
法
人
は
自
由

参
入

で
、

区
分
経
理
は
必
要
だ
が

少
額
短
期
保
険
業
と

異
な

り
、

ほ
か
の
事
業
と
の
兼
業

が
可
能
な
た
め
、

既
に
５
～

６
社
程
度
の
民
間
企
業
が
参

入
準
備
を
表
明
し
て
い
る
と

い
う
。

公
布
日
か
ら
２
年
６
カ
月

以
内

（
０９
年
１１
月
）
に
政
令

で
定
め
ら
れ
た
施
行
日
以

降
、

建
設
業
者
あ
る
い
は
宅

建
業
者
は
毎
年
３
月
３．
日
と

９
月
３。
日
を
基
準
日
と
し
て

許
可
ま
た
は
認
可
を
受
け
た

国
土
交
通
省
ま
た
は
都
道
府

県
知
事
に
対
し
て
保
証
金
の

供
託
お
よ
び
保
険
の
締
結
状

況
に
つ
い
て
の
層
け
出
が
必

要
だ
。

遠
反
し
た
業
者
は
、

営
業

停
止
と
条
文
に
明
記
さ
れ
て

い
る
。抗

議

ン

中
川
氏
は

「新
築
住
宅
は

年
間
１
２
０
万
戸
規
模
で
あ

り
、

保
険
は
自
購
責
保
険
と

同
様
、

最
低
限
の
眼
疵
保
証

が
法
定
で
強
制
さ
れ
る
。

現

在
、

の
住
宅
保
証
機
構
が
、

住
宅
性
能
保
証
制
度
と
し
て

任
意
保
険
で
市
場
の
約
１０
％

を
カ
バ
ー
し
て
お
り
、

保
険

料
に
つ
い
て
は
、

住
宅
保
証

機
構
と
同
様
の
水
準
を
国
主

交
通
省
が
指
定
す
る
見
込
み

だ
。

供
託
金
資
金

（
１
作
で

２
０
０
０
万
円
、

以
降
作
数

に
応
じ
て
逓
増
）
の
負
担
が

厳
し
い
８
割
の
業
者
が
利
用

す
る
と
す
れ
ば
、

年
間
１
０

０
万
戸
の
市
場
が
見
込
ま
れ

る
。

国

土
交

通
省
に

よ
れ

ば
、

保
険
料
は
１０
年

一
時
払

い
で
、

戸
建
て
８
万
円
、

集

合
住
宅
４
万
円
前
後
に
落
ち

着
く
見
込
み
」
と
説
明
。

播

ン

建
設
業
者
か
宅
建
業
者
に

「法
定
な
の
で
当
社
指
定
ル

ー
ト
で
申
し
込
ん
で
下
さ

い
」
と
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
、

い
か
に
多
く
の
業
者
を
確
保

す
る
か
で
そ
の
後
の
売
り
上

げ
が
確
保
で
き
る
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
と
指
摘
す
る
。

平
均
保
険
料
６
万
円
と
し

て
毎
年
６
０
０
億
円
規
模
の

市
場

が
想

定
さ
れ

る
。

現

在
、

国
土
交
通
省
が
省
令
の

作
成
準
備
中
で
、

年
末
か
ら

年
始
に
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン

卜
が
発
出
さ
れ
、

省
令
が
確

定
す
る
予
定
だ
。

来
春
に
は

第
１
号
の
保
険
法
人
指
定
が

見
込
ま
れ
る

（甲
方
氏
）
。

同
社
に
よ
れ
ば
、

こ
の
少

額
短
期
保
険
に
似
た
保
険
法

人
は
、

国
土
交
通
省
の
検
討

会
に
金
融
庁
の
保
険
企
画
専

門
官
が
出
席
し
て
省
令
の
企

画
案
を
リ
ー
ド
し
て
お
り
、

基
本
的
に
は
少
額
短
期
保
険

業
を
モ
デ
ル
に
し
て
、

商
品

な
ど
法
定
の
部
分
を
合
わ
せ

て
お
け
ば
、

政
錬
的
な
判
断

部
分
を
除
き
審
査
は
問
題
な

く
指
定
が
受
け
ら
れ
る
。

省

令
は
少
額
短
期
保
険
業
よ
り

簡
易
に
な
る
見
通
し
。


